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日本学術振興会特別研究員（PD・SPD・RPD）
日本学術振興会外国人特別研究員
受入研究者     各位

　平成２０年１０月１日より、日本学術振興会特別研究員（DCを除く）及び日本学術振興会外国人特別研究員の本学での身分や処遇、知的財産の取扱いを明確にし、研究活動をサポートするため、「東京大学特別研究員」として受け入れることとなりました。
　このことに係る必要手続き等を下記にまとめましたので、必ず確認をお願いします。
　また、外国人特別研究員の受入研究者におかれましては、下記事項を研究員へ説明願います。

【学生教育研究災害傷害保険について】
日本学術振興会特別研究員（PD・SPD・RPD）について、これまで任意加入としていた「学生教育研究災害傷害保険」は、大学として一括加入することになります。詳しくは説明文書と加入者のしおりをご確認下さい。
　なお、日本学術振興会外国人特別研究員は、日本学術振興会を通じて海外旅行傷害保険に加入しているため、「学生教育研究災害傷害保険」の加入対象とはなりません。
学生教育研究災害傷害保険(学研災) 
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/info-services/h06_04.html

【知的財産の取扱いについて】
　東京大学特別研究員としての研究活動中に知的財産が発生した場合、東京大学発明等取扱規則の「その他の研究員等」に該当し、原則として個人に帰属する（教職員等の指導に基づき研究活動の一環として作成等をした成果有体物については、大学帰属）こととなりますが、大学への譲渡を希望する場合には大学へ権利を譲渡することもできます。ただし、教職員等と共同で行った発明等の場合は、共同発明者である教職員が代表届出者となり、大学へ発明の届出を行う必要があります。
　　東京大学発明等取扱規則　http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/rules_and_forms/patent.html
　　東京大学成果有体物取扱規則
http://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_honbun/au07408561.html

【誓約書の提出及び就業規則の遵守への協力について】
　日本学術振興会から採用内定通知があったのち、受入承諾書提出時に「誓約書」を提出していただくことになります。これは、知的財産の取扱いや学内規則等の遵守について誓約していただくものです。なお、誓約事項に、東京大学教職員就業規則第２７条から第３２条についての理解と遵守に協力すること、と記載がありますが、これは、東京大学特別研究員は大学との雇用関係がないため規則そのものの遵守を強要できるものではありませんが、大学の構成員として学内に受け入れられる以上、これらの規定があることを教職員と同様に理解し、遵守に協力していただきたい、ということで誓約事項に記載しています。
東京大学教職員就業規則
http://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_syuki/syuki01.pdf



【受入証明書の発行について】
　受入証明書の発行が必要な場合は、「証明書交付願」に必要事項を記入して、会計チーム（研究協力担当）まで提出してください。

 【参考：便利帳「研究員の受入（特別研究員）」】
UTokyo-atlas > 分野から探す > 研究支援 > 研究員の受入（特別研究員）


【提出および問い合わせ先】
薬学部・薬学系研究科　会計チーム（研究協力担当）　
内線：２１９５１
E-mail：kaikei@mol.f.u-tokyo.ac.jp

